
我が国に入港しようとする船舶に積み込まれる海上コンテナー貨物に係る積荷情報につ
いて、原則として当該コンテナー貨物の船積港を当該船舶が出港する24時間前に、詳細
な情報を、電子的に報告することを義務付ける。
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別紙１＿出港前報告制度の概要

日本向け船積み
コンテナー貨物に
係る積荷情報

船積港及び当該港
の出港日時を追記

積荷情報

入港前報告
（ 確 定 情 報 ）

報告対象
我が国の港に入港する外国貿易船に積み込まれる海上コンテナー貨物

（注）ただし、空コンテナー及びプラットホームコンテナーに積載された貨物のほか、制度定着までの当面の
間においては我が国で船卸ししない通過貨物を対象外とする。

報告義務者及び
内容

船会社 船会社が把握している積荷情報（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌを基にした積荷情報）

利用運送事業者 利用運送事業者が把握している積荷情報（ハウスＢ／Ｌを基にした積荷情報）

報告方法（電子的報告を原則義務化） ＮＡＣＣＳ（輸出入・港湾関連情報処理システム）を使用した電子的報告

報告期限
原則、外国の船積港を出港する２４時間前までに報告
（注）ただし、韓国及び中国等の近隣諸国の港を船積港とする一定の範囲内の近海航路については、制度

定着までの当面の間、報告期限を船積港における外国貿易船の出港時までとする。

罰則
報告期限までに報告がなされない場合及び偽った報告がされた場合、１年以下の懲役又
は５０万円以下の罰金

外国



＜参考＞出港前報告制度の概念図

（注1）出港前報告制度により報告された積荷情報のリスク分析を実施した結果、テロ等のハイリスク貨物と判定した場合は、原則として報告から２４時間以内に事前通知を行うことから、法令に規定する報告
期限は出港の24時間前までであるものの、諸外国同様に船積２４時間前までに税関へ報告することにより、船積み前までにハイリスク貨物の事前通知を受取ることが可能となり、当該通知を受けた貨物
については船積みを取り止めることができる。

（注2）輸出入・港湾関連情報処理システム （NACCS）を使用した電子的報告を義務化。
（注3）利用運送事業者(Non Vessel Operating Common Carrier(NVOCC))とは、自らは船舶の輸送手段を保有せず、運航者等のサービス（船舶輸送）を使って貨物を輸送する事業者。
（注4）検査体制を整備した後、厳重検査を実施。
（注5）報告期限までに積荷情報の報告がなされなかった場合には、罰則の適用を受ける場合があるほか、当該報告がなされなかった積荷については、船卸しについて税関の許可を受けなければならない。
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